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(57)【要約】
力およびトルクの感知、ならびに遠隔ロボット手術を行
う外科医へのフィードバックを向上するための、装置、
システムおよび方法が提供される。軸方向に配向したひ
ずみゲージのグループは、ロボット手術器具の可動式手
首の近位にある器具のシャフトの遠位端の上に位置し、
器具の遠位先端部における力およびトルクを感知する。
有利なことには、先端部の構成の変化または定常状態の
温度の変動による誤差を排除する。他の有利な構成およ
び方法も開示される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロボット手術システムのマニピュレータアームと動作可能に接合するための筐体部分と
、
　縦方向軸を含むシャフトと、
　該シャフトの遠位端の上の複数のひずみゲージと、
　該シャフトの該遠位端に動作可能に結合される手首関節と、
　該手首関節に動作可能に結合される末端部分と
　を含む、手術器具。
【請求項２】
　前記シャフトは、該シャフトの前記縦方向軸に沿う、前記複数のひずみゲージを受容す
るための複数の溝部を含む、請求項１に記載の器具。
【請求項３】
　前記複数のひずみゲージは、各４個の２つのグループから成る８個のひずみゲージを含
み、１つのグループのひずみゲージのそれぞれは、前記シャフトの周りで９０度の間隔を
置いている、請求項１に記載の器具。
【請求項４】
　前記複数のひずみゲージは、各３個の２つのグループから成る６個のひずみゲージを含
み、１つのグループのひずみゲージのそれぞれは、前記シャフトの周りで１２０度の間隔
を置いている、請求項１に記載の器具。
【請求項５】
　前記複数のひずみゲージは、前記シャフトの周りで９０度の間隔を置いている４個のひ
ずみゲージを含む、請求項１に記載の器具。
【請求項６】
　前記複数のひずみゲージは、前記シャフトの周りで１２０度の間隔を置いている３個の
ひずみゲージを含む、請求項１に記載の器具。
【請求項７】
　各ひずみゲージは、前記シャフトの縦方向軸と平行な軸に沿う１個の別のひずみゲージ
と整列させられる、請求項１に記載の器具。
【請求項８】
　前記複数のひずみゲージは、前記手首のピッチおよびヨーの軸の近位に配置される、請
求項１に記載の器具。
【請求項９】
　前記ひずみゲージのそれぞれのひずみ感知主方向は、前記シャフトの縦方向軸と平行に
配向される、請求項１に記載の器具。
【請求項１０】
　前記複数のひずみゲージは、光ファイバ、箔、弾性表面波、および半導体型ひずみゲー
ジより成る群から選択される、請求項１に記載の器具。
【請求項１１】
　ひずみゲージは、ファブリ・ペロー型ひずみゲージおよびファイバブラッググレーティ
ング型ひずみゲージより成る群から選択される、請求項１に記載の器具。
【請求項１２】
　前記複数のひずみゲージは、１つのファイバに沿う少なくとも２つのファイバブラッグ
グレーティングを含む、請求項１に記載の器具。
【請求項１３】
　前記手首関節は、ヨー軸およびグリップ軸のための共通の旋回軸を共有する、請求項１
に記載の器具。
【請求項１４】
　前記手術器具の前記末端部分は、ジョー、鋏、把持器、持針器、マイクロダイセクタ、
ステープル留め器、鋲打ち器、吸引洗浄具、クリップ留め器、切断刃、焼灼プローブ、洗
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浄器、カテーテル、および吸引オリフィスより成る群から選択される、請求項１に記載の
器具。
【請求項１５】
　前記筐体部分は、前記マニピュレータアームを覆う無菌ドレープの無菌アダプタと接合
する、請求項１に記載の器具。
【請求項１６】
　前記筐体部分は、前記マニピュレータアームに任意に連結する、請求項１に記載の器具
。
【請求項１７】
　前記シャフトの前記縦方向軸に沿う軸力を感知するための前記筐体部分の近位に力セン
サをさらに含む、請求項１に記載の器具。
【請求項１８】
　手術器具の力センサのための較正データを格納する集積回路をさらに含む、請求項１に
記載の器具。
【請求項１９】
　前記シャフトの前記縦方向軸からある角度で該シャフトから離れる複数のファイバを配
線するために、該シャフトの近位端に動作可能に結合される回転可能なひずみ緩和体をさ
らに含む、請求項１に記載の器具。
【請求項２０】
　マニピュレータアームを含むマニピュレータアセンブリと、
　該マニピュレータアームに動作可能に結合される手術器具と
　を含むロボット手術システムであって、
　該手術器具は、
　該マニピュレータアームに動作可能に接合する筐体部分と、
　縦方向軸を含むシャフトと、
　該シャフトの遠位端の上に複数のひずみゲージと、
　該シャフトの該遠位端に動作可能に結合される手首関節と、
　該手首関節に動作可能に結合される末端部分と
　を含む、ロボット手術システム。
【請求項２１】
　前記マニピュレータアームは、患者側マニピュレータアームまたは内視鏡カメラマニピ
ュレータアームである、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記シャフトは、該シャフトの前記縦方向軸に沿う、前記複数のひずみゲージを受容す
る複数の溝部を含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記複数のひずみゲージは、各４個の２つのグループから成る８個のひずみゲージを含
み、１つのグループのひずみゲージのそれぞれは、前記シャフトの周りで９０度の間隔を
置いている、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記複数のひずみゲージは、各３個の２つのグループから成る６個のひずみゲージを含
み、１つのグループのひずみゲージのそれぞれは、前記シャフトの周りで１２０度の間隔
を置いている、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記複数のひずみゲージは、前記シャフトの周りで９０度の間隔を置いている４個のひ
ずみゲージを含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記複数のひずみゲージは、前記シャフトの周りで１２０度の間隔を置いている３個の
ひずみゲージを含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２７】
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　各ひずみゲージは、前記シャフトの縦方向軸と平行な軸に沿って、１個の別のひずみゲ
ージと整列させられる、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記複数のひずみゲージは、前記手首のピッチ軸およびヨー軸の内側に配置される、請
求項２０に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記ひずみゲージのそれぞれのひずみ感知主方向は、前記シャフトの縦方向軸と平行に
配向される、請求項２０に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記複数のひずみゲージは、光ファイバ、箔、弾性表面波、および半導体型ひずみゲー
ジより成る群から選択される、請求項２０に記載のシステム。
【請求項３１】
　ひずみゲージは、ファブリ・ペロー型ひずみゲージおよびファイバブラッググレーティ
ング型ひずみゲージより成る群から選択される、請求項２０に記載のシステム。
【請求項３２】
　前記複数のひずみゲージは、１つのファイバに沿う少なくとも２つのファイバブラッグ
グレーティングを含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項３３】
　前記手首関節は、ヨー軸およびグリップ軸のための共通の旋回軸を共有する、請求項２
０に記載のシステム。
【請求項３４】
　前記手術器具の前記末端部分は、ジョー、鋏、把持器、持針器、マイクロダイセクタ、
ステープル留め器、鋲打ち器、吸引洗浄具、クリップ留め器、切断刃、焼灼プローブ、洗
浄器、カテーテル、および吸引オリフィスより成る群から選択される、請求項２０に記載
のシステム。
【請求項３５】
　前記筐体部分は、前記マニピュレータアームを覆う無菌ドレープの無菌アダプタと接合
する、請求項２０に記載のシステム。
【請求項３６】
　前記筐体部分は、前記マニピュレータアームに任意に連結する、請求項２０に記載のシ
ステム。
【請求項３７】
　前記シャフトの前記縦方向軸に沿う軸力を感知するための前記筐体部分の近位に力セン
サをさらに含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項３８】
　前記シャフトの前記縦方向軸に沿う軸力を感知するための前記マニピュレータアームに
上力センサをさらに含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項３９】
　前記ひずみゲージの組からの選択信号の少なくとも和および差に基づいて、力を計算す
るプロセッサをさらに含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項４０】
　前記手術器具は、手術器具力センサのための較正データを格納する集積回路をさらに含
む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項４１】
　前記手術器具は、前記シャフトの前記縦方向軸からある角度で該シャフトから離れる複
数のファイバを配線するために、該シャフトの近位端に動作可能に結合される回転可能な
ひずみ緩和体をさらに含む、請求項２０に記載のシステム。
【請求項４２】
　マニピュレータアームに動作可能に接合するための筐体部分と、縦方向軸を含むシャフ
トと、該シャフトの遠位端の上の１組のひずみゲージと、該シャフトの該遠位端に動作可
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能に結合される手首関節と、該手首関節に動作可能に結合される末端部分とを含む、ロボ
ット手術器具の先端部における力を感知する方法であって、
　該手術器具の該筐体部分を該マニピュレータアームに動作可能に結合することと、
　該ひずみゲージの組からの選択信号の少なくとも和および差に基づいて、力を計算する
ことと、
　該計算された力をユーザに伝送することと
　を含む、方法。
【請求項４３】
　前記力は側力、軸力、およびトルクから成る群から選択される、請求項４２に記載の方
法。
【請求項４４】
　前記計算される力は、定常状態の均一な温度変化から独立している、請求項４２に記載
の方法。
【請求項４５】
　前記計算される力は、前記末端部分の遠位端への距離変動から独立している、請求項４
２に記載の方法。
【請求項４６】
　側力Ｆｘは、Ｆｘ＝（ε１－ε２－ε３＋ε４）ＥＩ／２ｌｒによって求められ、ε１

、ε２、ε３、およびε４は、前記ひずみゲージの組からの選択信号であり、Ｅは、前記
シャフトの材料の軸方向弾性係数であり、Ｉは、該シャフトの断面の慣性モーメントであ
り、ｌは、２つの一列のひずみゲージ間の距離であり、およびｒは、該シャフトの軸から
該ゲージの作用面までの半径である、請求項４２に記載の方法。
【請求項４７】
　側力Ｆｙは、Ｆｙ＝（ε５－ε６－ε７＋ε８）ＥＩ／２ｌｒによって求められ、ε５

、ε６、ε７、およびε８は、前記ひずみゲージの組からの選択信号であり、Ｅは、前記
シャフトの材料の軸方向弾性係数、Ｉは、該シャフトの断面の慣性モーメントであり、ｌ
は、２つの一列のひずみゲージ間の距離であり、およびｒは、該シャフトの軸から該ゲー
ジの作用面までの半径である、請求項４２に記載の方法。
【請求項４８】
　軸力Ｆｚは、Ｆｚ＝（ε１＋ε２＋ε３＋ε４＋ε５＋ε６＋ε７＋ε８）ＥＡ／８に
よって求められ、ε１、ε２、ε３、ε４、ε５、ε６、ε７、およびε８は、前記ひず
みゲージの組からの選択信号であり、Ｅは、前記シャフトの材料の軸方向弾性係数、およ
びＡは、該シャフトの断面積である、請求項４２に記載の方法。
【請求項４９】
　トルクＴｙは、Ｔｙ＝（ε１＋ε２－ε３－ε４）ＥＩ／４ｒによって求められ、ε１

、ε２、ε３、およびε４は、前記ひずみゲージの組からの選択信号であり、Ｅは、前記
シャフトの材料の軸方向弾性係数、Ｉは、該シャフトの断面の慣性モーメントであり、お
よびｒは、該シャフトの軸から該ゲージの作用面までの半径である、請求項４２に記載の
方法。
【請求項５０】
　トルクＴｘは、Ｔｘ＝（－ε５－ε６＋ε７＋ε８）ＥＩ／４ｒによって求められ、ε

５、ε６、ε７、およびε８は、前記ひずみゲージの組からの選択信号であり、Ｅは、前
記シャフトの材料の軸方向弾性係数、Ｉは、該シャフトの断面の慣性モーメントであり、
およびｒは、該シャフトの軸から該ゲージの作用面までの半径である、請求項４２に記載
の方法。
【請求項５１】
　補正係数およびオフセットが決定されながら、力とトルクとの組み合わせを連続して、
同時に、または組み合わせて前記器具先端部に加えることによって、前記手術器具を較正
することをさらに含む、請求項４２に記載の方法。
【請求項５２】
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　前記補正係数およびオフセットは、直接的にまたはニューラルネットワークを介して決
定される、請求項４２に記載の方法。
【請求項５３】
　前記筐体部分の近位の力センサを使用して、前記シャフトの前記縦方向軸に沿う軸力を
感知することをさらに含む、請求項４２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して手術ロボットシステムに関し、より具体的には、手術器具に加えられ
た力を感知するためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ロボット支援手術において、外科医は一般的に、患者から離れている場所（例えば、患
者から離れた手術室の反対側や異なる部屋、または全く異なる建物等）から、手術部位に
おける手術器具の動作を制御するマスタコントローラを操作する場合がある。マスタコン
トローラは、通常、ハンドヘルドのリストジンバル、ジョイスティック、外骨格グローブ
（ｅｘｏｓｋｅｌｅｔａｌ　ｇｌｏｖｅ）、ハンドピース等の手入力デバイスを１つ以上
含み、これらのデバイスは、手術部位における器具の位置や向きを、関節を介して操作す
るためのサーボモータを備えたコントローラを介して、手術器具に動作可能に結合されて
いる。サーボモータは、一般的には、電気機械デバイス、または、手術器具（切開された
手術部位に直接、または、患者の腹部等の体腔内に切開により挿入されたトロッカースリ
ーブを通して導入されている）を支持し、制御するために互いに連結された複数の関節や
接点等を含む手術マニピュレータアーム（「スレーブ」）の一部である。外科手術に依存
して、外科医の種々の機能（例えば、組織の牽引、針の保持もしくは駆動、縫合、血管の
把持、または、組織の切開、焼灼、もしくは凝固等）を実行するために、組織把持器、針
ドライバ、電気外科用焼灼プローブ等、種々の手術器具が利用可能である。外科医は、手
術の間、非常に多くの異なる手術器具／道具を使用する場合がある。
【０００３】
　遠隔ロボット手術を行う新たな方法は、多くの課題を新たに生み出した。そのような課
題の一つは、ロボットマニピュレータを介して手術器具により操作されている組織を正確
に「感じる」能力を、外科医に提供することである。外科医は、器具または縫合糸によっ
て加えられる力の視覚的な標示に頼らざるを得ない。システムの手の制御機器を通して、
あるいは視覚的表示や可聴音等の他の手段によって、ユーザである外科医に力やトルクの
フィードバックを与えるには、ロボット内視鏡手術器具のエンドエフェクタ等（例えば、
ジョー、把持器、刃等）の器具の先端に加わる力やトルクを感知することが望ましい。Ｄ
ＬＲのＧ．Ｈｉｒｚｉｎｇｅｒの研究室によるこの目的のための１つのデバイスが、非特
許文献１に記載されており、その内容は、すべての目的において、参照することにより本
願に組み入れられる。しかし、その設計では、手首関節に遠位に（あるいは外側に）力セ
ンサを配置していることが不利であり、これにより、ワイヤまたは光ファイバが屈曲する
手首関節を通らなければならず、かつ、ヨー軸とグリップ軸とが別個の旋回軸に位置しな
ければならなかった。
【０００４】
　もう一つの問題は、手術を行うためには一般に比較的小さな器具が望ましいため、エン
ドエフェクタの機械的作動のために必要なワイヤを、可能な限り小さい空間に収納し配置
することであった。
【非特許文献１】Ｆ．Ｃｅｐｏｌｉｎａ　ａｎｄ　Ｒ．Ｃ．Ｍｉｃｈｅｌｉｎｉ、「Ｒｅ
ｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｆｉｘｔｕｒｅｓ　ｆｏｒ　Ｌｏｗ－Ｉｎｖａｓｉｖｅｎｅｓｓ　Ｓｕ
ｒｇｅｒｙ」、Ｉｎｔ’ｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃａ１　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ
　ａｎｄ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ａｓｓｉｓｔｅｄ　Ｓｕｒｇｅｒｙ、Ｖｏｌ．ｌ、Ｉｓｓ
ｕｅ　１、ｐａｇｅ　５８
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、患者の手術部位において手術器具を遠隔制御するための、改良された遠隔
ロボットシステムおよび方法が必要とされている。特に、これらのシステムおよび方法は
、ユーザによる器具の認識および制御を改善するために、力およびトルクの正確なフィー
ドバックを外科医に提供するように、構成されなければならない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ロボット手術を行っている外科医に対する力およびトルクのフィードバック
、ならびに該外科医による力およびトルクの感知を改善するための装置、システムおよび
方法を提供する。軸方向に配向したひずみゲージのグループは、ロボット手術器具の可動
式手首の近位（または内側）の器具のシャフトの遠位端の上または近くに位置することに
より、器具の遠位先端部での力およびトルクを、（可動式手首等による）先端部の構成の
変化または定常状態の温度変動による誤差を伴わず感知する。
【０００７】
　有利なことには、本発明は、力および／またはトルクの感知および外科医へのフィード
バックを改善し、器具の柔軟な手首関節に繊細なワイヤを通す問題を実質的に取り除く。
【０００８】
　本発明の範囲は請求項によって定義され、これは参照することにより本明細書に組み入
れられる。当業者は、以下の１つ以上の実施形態の詳細な説明を鑑みて、本発明の実施形
態をより完全に理解することができるとともに、そのさらなる利点を理解することができ
るであろう。最初に、簡単に説明される図面の添付用紙を参照されたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明の実施形態およびその利点は、以下に続く詳細な説明を参照することにより最も
良く理解される。１つ以上の図において示される同様の要素を識別するために、同様の参
照数字が使用されていることを理解されたい。また、図は必ずしも実寸とは限らないこと
を理解されたい。
【００１０】
　本発明は、特に、開放外科手術、神経外科手術（定位脳手術等）、および内視鏡外科手
術（腹腔鏡検査、関節鏡検査、胸腔検査等）を含む、ロボット支援外科手術を患者に対し
行う間に、組織に加わる力を感知するためのマルチコンポーネントシステム、装置、およ
び方法を提供する。本発明のシステムおよび方法は、外科医が患者から離れた場所からサ
ーボ機構を介して手術器具を操作することができる、遠隔ロボット手術システムの一部と
して特に有用である。そのためには、本発明のマニピュレータ装置またはスレーブは、通
常、力の反映（ｆｏｒｃｅ　ｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ）によるテレプレゼンスシステムを形
成するために、６以上の自由度（例えば、位置に対する自由度３、向きに対する自由度３
）を有する運動学的に等価なマスタによって駆動される。好適なスレーブ－マスタシステ
ムの説明は、１９９５年８月２１出願の米国特許出願第０８／５１７，０５３号に見るこ
とができ、そのすべての開示は、すべての目的において、参照することにより本願に組み
入れられる。
【００１１】
　図面を詳細に参照すると、同様の数字は同様の要素を示すが、本発明の実施形態による
ロボット手術システム１０が示されている。図１Ａ～１Ｃに示されているように、ロボッ
トシステム１０は、一般に、手術台の上または近くに置かれた１つ以上の手術マニピュレ
ータアセンブリ５１と、外科医Ｓが手術部位を観察してマニピュレータアセンブリ５１を
制御することができるようにするための、マスタ制御アセンブリ９０とを含む。また、シ
ステム１０は、１つ以上の観察鏡アセンブリと、マニピュレータアセンブリ５１に取り外
し可能に結合されるよう構成された複数の手術器具アセンブリ５４とを含む（以下でより
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詳細に説明する）。ロボットシステム１０は、通常、少なくとも２つのマニピュレータア
センブリ５１、好ましくは３つのマニピュレータアセンブリ５１を含む。マニピュレータ
アセンブリ５１の正確な数は、特に外科手術および手術室内の空間的制約という要因に依
存する。以下に詳細に説明するように、アセンブリ５１の１つは、一般的には、手術部位
を観察するための観察鏡アセンブリ（例えば内視鏡手術等で）を操作し、一方、他のマニ
ピュレータアセンブリ５１は、患者Ｐに対し種々の処置を行うために手術器具５４を操作
する。
【００１２】
　外科医がそのアシスタントに話しかけ直接手術手順を監視することができるように、通
常は手術台Ｏと同じ部屋に位置する外科医用コンソールに、制御アセンブリ９０が位置し
てもよい。しかし、外科医Ｓは患者Ｐとは異なる部屋、または全く異なる建物に位置して
もよいことを理解されたい。マスタ制御アセンブリ９０は、一般的に、支持部と、手術部
位の画像を外科医Ｓに表示するためのモニタと、マニピュレータアセンブリ５１を制御す
るための１つ以上のマスタとを含む。マスタは、ハンドヘルドのリストジンバル、ジョイ
スティック、グローブ、トリガガン、手動コントローラ、音声認識デバイス等、種々の入
力デバイスを含んでもよい。好ましくは、マスタは、関連した手術器具アセンブリ５４と
同じ自由度を備え、テレプレゼンス、つまり外科医が手術部位のすぐそばにいて作業して
いるという認識と、直感、つまり、まるで自分の手の一部のように直接的および直感的に
器具５４を制御しているという強い感覚を外科医が持つような、マスタが器具５４と一体
化しているという認識とを外科医に提供する。遠隔ロボットシステムを操作しているとき
に、手術器具から外科医の手に位置、力、および触知的な感覚が伝達されるように、位置
、力、および触覚のフィードバックセンサ（図示せず）が、器具アセンブリ５４上に使用
されてもよい。操作者にテレプレゼンスを提供するための好適なシステムおよび方法の１
つが、１９９５年８月２１日出願の米国特許出願第０８／５１７，０５３号に記載されて
おり、これは前述のように参照することにより本願に組み入れられる。
【００１３】
　手術部位の画像が外科医用コンソール上の外科医の手に隣接して提供されるように、モ
ニタ９４は観察鏡に適切に結合される。好ましくは、モニタ９４は、外科医が実際に手術
野を覗き込んでいると感じるように配向されているディスプレイ上に画像を表示する。そ
のために、手術器具５４の画像は、観察点（つまり、内視鏡または観察カメラ）が画像の
視点からではない場合でも、実質的に操作者の手が位置している場所に位置しているよう
に見える。さらに、好ましくは、操作者が、エンドエフェクタおよび手の制御機器を、実
質的に実物の作業空間を見ているかのように操作できるように、リアルタイムの画像が立
体画像に変換される。実物とは、画像の描写が、手術器具５４を物理的に操作している操
作者の視点をシミュレートしている真の立体画像であることを意味するものである。この
ように、コントローラ（図示せず）は、立体画像が、カメラまたは内視鏡が手術器具５４
のすぐ後ろに位置しているかのように見える画像となるように、手術器具５４の座標を認
識された位置に変換する。この仮想の画像を提供するための好適な座標変換システムが、
１９９４年５月５日出願の米国特許出願第０８／２３９，０８６号（現在では米国特許第
５，６３１，９７３号）に記載されており、その開示の全体が、すべての目的において、
参照されることにより本願に組み入れられる。
【００１４】
　マスタの機械的な動作をマニピュレータアセンブリ５１に伝えるために、サーボ制御が
提供される。サーボ制御は、マニピュレータアセンブリ５１とは分離されていても一体化
されていてもよい。サーボ制御は、通常、手動マスタに、手術器具５１からの力およびト
ルクのフィードバックを提供する。さらに、サーボ制御は、認識された望ましくない状態
（患者への過剰な力の付加、一致しないエンコーダの読取値等）に反応してシステム動作
を安全に中断するか、あるいは少なくともすべてのロボットの動作を抑制するために、安
全監視コントローラ（図示せず）を含んでもよい。システムが、外科医により使用される
手の急速な動作に迅速かつ正確に反応しながら、望ましくない外科医の手の揺れを除去す
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ることができるように、サーボ制御は、好ましくは、少なくとも１０Ｈｚの３ｄＢカット
オフ周波数を有するサーボバンド幅を有する。本システムで効果的に操作するためには、
マニピュレータアセンブリ５１は、比較的低い慣性を有し、駆動モータは比較的低い比歯
車または滑車結合を有する。本発明の実践には、任意の適切な通常または専用のサーボ制
御が使用されてもよく、システムのテレプレゼンスでの操作には、力およびトルクのフィ
ードバックを組み込んだものが特に好ましい。
【００１５】
　次に、図１Ａ～１Ｃとともに図２～６を参照すると、本発明の実施形態による、力およ
び／またはトルクを感知し、外科医にフィードバックする改良された装置、システムおよ
び方法が説明される。
【００１６】
　図２は、手術道具の操作および／または患者への接触のために使用され得るシャフト１
１０と、手首関節１１２および１１４と、末端部分１２０とを含む手術器具の部分１００
の斜視図を示す。また、手術器具は、一実施形態では、無菌アダプタインタフェースを介
して、ロボットマニピュレータアームと動作可能に連結する筐体１５０（図９Ａ－９Ｃ）
を含む。該当する筐体、無菌アダプタインタフェース、およびマニピュレータアームは、
米国特許出願第１１／３１４，０４０号および米国仮出願第６０／７５２，７５５号（と
もに２００５年１２月２０日出願）に記載されており、これらの開示の全体（その中で参
照により組み入れられているすべての文献を含む）が、すべての目的において、参照する
ことにより本願に組み入れられる。該当するシャフト、末端部分、筐体、無菌アダプタ、
およびマニピュレータアームは、カリフォルニア州サニーベールのＩｎｔｕｉｔｉｖｅ　
Ｓｕｒｇｉｃａｌ　Ｉｎｃ．から入手可能である。
【００１７】
　好ましい構成では、末端部分１２０は、マニピュレータアーム５１からの動作および電
気信号を伝える、シャフト１１０および筐体１５０を通るケーブルを介した、ピッチ（ｐ
ｉｔｃｈ）運動および（ｙａｗ）運動、ｚ軸周りの回転、ならびにエンドエフェクタの駆
動を含む可動域を有する。ｘ軸、ｙ軸、およびｚ軸に沿う末端部分１２０の動きは、マニ
ピュレータアーム５１により提供されることができる。駆動アセンブリ、アーム、前腕ア
センブリ、アダプタ、および他の該当する部品が、例えば、米国特許第６，３３１，１８
１号、第６，４９１，７０１号、および第６，７７０，０８１号に記載されており、それ
らの開示の全体（その中で参照により組み入れられているすべての文献を含む）が、すべ
ての目的において、参照することにより本願に組み入れられる。
【００１８】
　本発明によれば、ジョー、鋏、把持器、持針器、マイクロダイセクタ、ステープル留め
器、鋲打ち器、吸引洗浄具、クリップ留め器、切断刃、洗浄器、カテーテル、および吸引
オリフィス等のエンドエフェクタを有する用具および有しない用具を含むがこれらに限定
されない、種々の手術器具を改良することができることに留意されたい。あるいは、手術
器具は、組織の剥離、切除、切断または凝固のための電気手術プローブを備えてもよい。
そのような手術器具は、カリフォルニア州サニーベールのＩｎｔｕｉｔｉｖｅ　Ｓｕｒｇ
ｉｃａｌ　Ｉｎｃ．から市販されている。
【００１９】
　本発明の実施形態によると、器具部分１００は、ｚ軸と呼ばれるシャフトの軸と平行し
て配向される、シャフト１１０の外面上に取り付けられるセンサ（ひずみゲージ等）を含
む。シャフトに垂直な２つの軸は、ｘ軸およびｙ軸と呼ばれる。センサからの信号は、種
々の和や差によって算術的に結合され（以下にさらに詳細に説明する）、器具の先端部に
加えられた３つの垂直な力（例えば、Ｆｘ、Ｆｙ、およびＦｚ）と、シャフト軸に垂直な
２つの軸の周りのトルク（Ｔｘ、Ｔｙ）（つまりｘ軸およびｙ軸）の測定値を求める。本
発明によれば、力の測定は、器具の遠位端での関節運動する手首の機構の方向や有効レバ
ーアーム長とは独立して行われる。末端部分１２０に対して加えられえる力は、マスタに
これらの力を知らせるためのインタロゲータまたはプロセッサを介してサーボ制御部に動
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【００２０】
　一実施形態では、８個のひずみゲージ１０１、１０２、１０３、１０４、１０５、１０
６、１０７、および１０８が、シャフト１１０の外面または外面近傍の浅い溝部に取り付
けられ、それぞれがひずみデータε１、ε２、ε３、ε４、ε５、ε６、ε７、およびε

８を提供する。ゲージのひずみ感知主方向は、シャフトの縦方向軸（ｚ軸）と平行に配向
される。ゲージは各４個の２つのグループで取り付けられ、１つのグループ内の４個のゲ
ージは、１つの軸上の位置においてシャフトの周りに９０度の間隔で置かれる（つまり、
ひずみゲージの２つ「環」を形成する）。１つ目の４個のグループ（例えば、ゲージ１０
１、１０３、１０５、および１０７）は、シャフト１１０の遠位端に可能な限り近接する
ように手首機構の基部近くに取り付けられる。２つ目の４個のグループ（例えば、ゲージ
１０２、１０４、１０６、および１０８）は、２つのグループのゲージの対が互いに整列
する（例えば、ゲージ１０１と１０２、１０３と１０４、１０５と１０６、１０７と１０
８は整列している）ように、第１の４個のグループから、（シャフト１１０の近位端に向
かって）選択された距離「ｌ」だけ離れて取り付けられ、第１のグループと並べて配置さ
れる。
【００２１】
　ｚ軸の力（Ｆｚ）は、係数ＥＡ／８を乗じた８個のゲージ出力の和から求められ、ここ
でＥはシャフト材料の軸方向の弾性係数であり、Ａはシャフトの断面積である。先端部ま
たはその近傍のｘ軸およびｙ軸（ＦｘおよびＦｙ）に沿った側力は、シャフト反対側にあ
るゲージの対のゲージ出力の差と、係数ＥＩ／２ｒｌを乗じたシャフトに沿った対の差と
の差とから求められ、ここでＥはシャフト材料の軸方向の弾性係数であり、Ｉはシャフト
断面の慣性モーメント、ｒはシャフト軸からゲージの作用面までの半径、ｌは４個のゲー
ジからなる２つのグループ間の距離である。力の計算は以下の式から得られる。
【００２２】
　図２に関して、
　Ｅ＝σ／ε
　Ａ＝π（ｒｏ

２－ｒｉ
２）

　Ｉ＝（π／４）（ｒｏ
４－ｒｉ

４）
　σ＝（Ｆ／Ａ）＋（Ｍｒ／Ｉ）
　ε＝［ε１　ε２　ε３　ε４　ε５　ε６　ε７　ε８］
【００２３】
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【数１】

　図３および４に関して、
　Ａ＝π（ｒｏ

２－ｒｉ
２）

　Ｉ＝（π／４）（ｒｏ
４－ｒｉ

４）
　σ＝Ｍｒ／Ｉ
　σ１＝ＦＬｒ／Ｉ
　σ２＝Ｆ（Ｌ＋１）ｒ／Ｉ
　Ｅ＝σ／ε＝＞ε＝σ／Ｅ
　ε１＝－ＦｘＬｒ／ＥＩ
　ε２＝－Ｆｘ（Ｌ＋１）ｒ／ＥＩ
　ε２－ε１＝－Ｆｘｌｒ／ＥＩ
　ε４－ε３＝Ｆｘｌｒ／ＥＩ
　（ε４－ε３）－（ε２－ε１）＝２Ｆｘｌｒ／ＥＩ
　したがって、
【００２４】

【数２】

　ＦｘおよびＦｙは、したがって、Ｌに対して不変であり、定常状態での温度に対しても
不変である。
【００２５】
　有利なことには、本発明は、器具の先端部で測定される力を、手術中の末端部分での手
首の配向の変化または把持位置の変化による有効レバーアーム長の変動とは独立であると
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する。さらに、ｘ軸およびｙ軸に沿って測定される力は、ゲージ全体にわたって熱平衡状
態にある場合、温度変化とは独立である。これは、ＦｘおよびＦｙの式において同等の温
度擾乱ひずみをすべての４個のゲージに加えることによって明らかとなり、擾乱は相殺さ
れるだけである。ゲージ温度が不均一な際の熱過渡は、補正を行うために他の手段が取り
得るが、本設計によっては補正されない。
【００２６】
　器具先端部のｘ軸およびｙ軸の周りのトルク（ＴｘおよびＴｙ）の測定は、シャフト直
径を横切る対のゲージの差と、係数ＥＩ／４ｒを乗じたシャフト軸に沿った対の差の和と
から算出され、ここで再び、Ｅはシャフト材料の軸方向の弾性係数であり、Ｉはシャフト
断面の慣性モーメント、ｒはシャフト軸からゲージの作用面までの半径である。したがっ
て、器具先端部に加えられる力（Ｆｘ、Ｆｙ、Ｆｚ）およびトルク（Ｔｘ、Ｔｙ）は、手
首の配向、あるいはジョー内の縫合針等の把持道具や捕捉器具に保持される組織の位置等
による誤差を伴わずに測定される。また、ｘ軸およびｙ軸の周りのトルクの測定も、定常
状態での温度とは独立である。トルクの計算は、以下の式から得られる。
【００２７】
　図２と関連して図５および６に関して、
【００２８】
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【数３】

　σ＝Ｍｒ／Ｉ
　σ１＝σ２＝Ｔｒ／Ｉ
　Ｅ＝σ／ε＝＞ε＝σ／Ｅ
　ε１＝ε２＝Ｔｒ／ＥＩ
　したがって、
【００２９】

【数４】

　上述の本発明は、多くの構成の手術器具に適用され得るが、一例として、すべてのゲー
ジが一定かつ容易に特性化される弾性特性を有する軸に平行に配向されるため、異方性の
直線ファイバ強化ポリマー管についての使用に対して特に有益である。同様の利点は、適
切に特性化される織布強化管についても得られ、またその方法は、均一な弾性特性の管に
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も適用可能である。
【００３０】
　一例では、従来の箔型の抵抗ゲージ、半導体ゲージ、ブラッググレーティング（Ｂｒａ
ｇｇ　ｇｒａｔｉｎｇ）もしくはファブリ・ペロー（Ｆａｂｒｙ－Ｐｅｒｏｔ）技術を用
いた光ファイバ型ゲージ、または、ひずみ感知弾性表面波（ＳＡＷ）デバイス等の他のゲ
ージを含む、種々のひずみゲージを使用することができるが、これらに限定されない。光
ファイバブラッググレーティング（ＦＢＧ）ゲージは、既知の間隔で１つのファイバに沿
って２つの感知素子が位置することができ、これにより器具のシャフトに沿って４つのフ
ァイバを提供するだけでよいという点で、有利な場合がある。
【００３１】
　一例として、本発明を限定するものではないが、上述の２つの市販のファイバひずみゲ
ージ技術をさらに詳細に説明する。
【００３２】
　１つ目の技術は、初めに接点でハーフミラーを生成するように２つのファイバを融合し
、次に、フルミラーを形成するようにファイバの先端部を研磨することによって形成され
るファブリ・ペロー共振器を採用する。光がファイバに送られ、ハーフミラーとフルミラ
ーの両方からの反射を生成する。２つの反射によって、２つのミラー間の距離の関数であ
る干渉縞が生成され、ファイバ内のひずみが感知される。このファブリ・ペロー技術は、
カナダのケベックにあるＦＩＳＯ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｉｎｃ．から市販されて
おり、詳細は、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｉｓｏ．ｃｏｍを参照されたい。
【００３３】
　２つ目の技術は、紫外線レーザーを用いてファイバ内に書き込まれたブラッググレーテ
ィングを使用する。ファイバブラッググレーティング（ＦＢＧ）ゲージは、ファイバの軸
に沿った屈折率の空間周期性を含む。ＦＢＧへの入射光は、屈折率変化の周期性の関数で
ある特定の波長（ブラッグ波長）で優先的に反射される。他の波長は、不変化のＦＢＧを
通過する。ひずみを測定するため、広域スペクトルの赤外光がファイバに送られ、その反
射の波長によってひずみが示される。このＦＢＧ技術は、イギリスのブラックネルにある
Ｓｍａｒｔ　Ｆｉｂｒｅｓ　Ｌｔｄ．から市販されており、詳細は、ｈｔｔｐ：／／ｗｗ
ｗ．ｓｍａｒｔｆｉｂｒｅｓ．ｃｏｍを参照されたい。
【００３４】
　異なる波長範囲を使用するような方法で形成される場合、複数のＦＢＧをファイバ内に
書き込むことが可能であり、上述のように、これは、既知の間隔を置かれる２つのＦＢＧ
をそれぞれ有する４つのファイバのみを器具のシャフト内に埋め込む必要がある場合、二
重環のひずみゲージの実施形態に対して特に有用な特性である。ファブリ・ペロー技術を
用いてひずみゲージの二重環配列を実装するためには、８つのファイバが必要となる。
【００３５】
　どちらのファイバ技術も、光学的に符号化されたひずみ情報を、ロボット手術システム
のコンピュータ制御ハードウェアに適合する電気信号に復号する、インタロゲータユニッ
トが必要である。続いて、ひずみゲージ／センサからの信号に関連して上記で概説した式
に従って力を計算するために、プロセッサが使用されてもよい。一実施形態では、インタ
ロゲータ装置１７０（図９Ａ）は、マニピュレータ上、または手術システム内のいずれか
の場所に取り付けられ、その場合、無菌境界を横切る光ファイバのルーティングが必要と
なり得る。１つ目の例では、マニピュレータ上の器具の設定によって、器具との光リンク
を自動的に形成するように、光結合は、マニピュレータとの標準的器具のインターフェー
スに組込まれ得る。有利なことには、これによって、器具への外部ケーブルを持ち運ぶ必
要性が回避される。２つ目の例では、マニピュレータ上に存在するコネクタと連結するた
めに、ファイバピグテールが器具の上部に存在し得るが、器具のインターフェースの一部
ではない。これら２つの例では、インタロゲータがマニピュレータに内蔵されるか、ある
いはファイバケーブルがマニピュレータから手術システム上またはマニピュレータから離
れた手術室内に取り付けられたインタロゲータを通過するようにしてもよい。３つ目の例
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では、マニピュレータと離れた手術室内に取り付けられたインタロゲータ装置と連結する
ために、ファイバピグテールは、マニピュレータを通過せずに器具の上部へ抜け出るよう
にしてもよく、これは、器具をマニピュレータから着脱する場合に、ファイバケーブルの
接続を必要としないという利点がある。
【００３６】
　また、他のゲージ配向の組み合わせ、ゲージの数、および出力も、本発明の範囲内であ
る。本発明の別の実施形態によると、２環の８個のゲージ配列の有用な単純化によって、
ゲージの環の１つが除去される。この単純化によって、所与の軸（例えば、ｘまたはｙ）
上の力とモーメントとを区別する能力が除去されるが、手術環境（例えば、ヒト組織、縫
合糸）における多くの項目は、モーメントに十分に対応しておらず、したがって、すべて
のひずみ情報は、ｘ軸およびｙ軸の力から成ると仮定できる。さらなる実施形態では、９
０度の間隔を置いた４個のゲージの代わりに、１２０度の間隔を置いた３個のゲージを使
用して、１組を形成してもよい。したがって、ゲージの組み合わせは、１２０度の間隔を
置いた３個のゲージの単一の環、それぞれ１２０度の間隔を置いた３個のゲージの２つの
環（つまり、合計６個のゲージ）、９０度の間隔をおいた４個のゲージの単一の環、およ
びそれぞれ９０度の間隔を置いた４個のゲージの２つの環（つまり、合計８個のゲージ）
を含んでもよい。単一環ゲージの実施形態は、プローブ等の非手首の道具に有用となり得
る。また、ゲージは、シャフト軸周りの付加的なトルク信号Ｔｚの回復を可能にする角度
で、シャフト１１０の表面上に配向されてもよい。しかし、軸外の弾性特性を考慮に入れ
る必要がある。
【００３７】
　本発明のさらに別の実施形態によると、ｘ軸およびｙ軸の力は、上述のように、器具の
シャフトの遠位端でセンサによって検知され、ｚ軸の力は、器具の近位端近傍で体外に位
置するセンサによって検知されてもよい。種々のセンサは、ｚ軸の力を検知するために体
外で使用されてもよく、ひずみゲージおよび／またはファイバ技術を含むが、それらに限
定されない。
【００３８】
　一般に、ｚ軸の力は、器具のシャフトがトルクを器具のピッチおよびヨーの軸に伝送す
るために必要な内部ケーブルからｚ方向にかなりの内力を受けるため、器具先端部で容易
に感知されることができない。これらのケーブルは、器具のシャフト内を通過しており、
シャフト上の圧縮荷重は、器具の操作に応じて大きく変動することが実験によって示唆さ
れている。器具のシャフト上のゲージでｚ方向のひずみを感知する試みは、対象のｚ軸の
加えられた力に付加されるかなりのケーブル「ノイズ」を伴うことになる。したがって、
ｚ軸の力は、内部ケーブル力を実質的に受けない位置で感知されることが好ましい。さら
に、ケーブルは、完全に中央に配置されておらず、また手首滑車の一方の側のケーブル張
力は、手首の操作に応じて変動するため、これらのケーブルによって、幾分かのｘおよび
ｙモーメントがシャフトの下部に付与されることに留意されたい。しかし、ｚ方向のケー
ブル力とは異なり、これらの変動は、予想される外部から付加される力と比較して、相対
的に小さいことが、実験によって示唆されている。
【００３９】
　しかし、Ｚ軸の力は、主に「ノイズ」を対象の信号に加えるカニューレ内のシャフトの
カニューレシール摩擦および滑り摩擦による相対的精度を有して体外で検知されてもよい
。一実施形態では、カニューレシールは、使い捨て可能であり、潤滑剤とともに包装され
てもよく、別の実施形態では、器具のシャフト表面は、望ましくない摩擦ノイズを打ち消
す摩擦低減コーティング（例えば、ＰＴＦＥ）で処理されてもよい。また、両方法を同時
に使用してもよい。センサは、本発明による手術器具の近位端の近位にある体外の種々の
位置に載置されてもよい。センサは、使い捨て器具よりも、マニピュレータ内に内蔵され
る方が好ましいが、必ずしもそうである必要はない。一実施形態では、センサ１６０（図
９Ａ）は、マニピュレータアーム挿入（Ｚ軸）台車上の器具の無菌アダプタのための取り
付け位置で使用されてもよい。別の実施形態では、器具の筐体／台車内の入出力軸滑車は
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、センサの上に取り付け、入出力モータによって入出力軸に付加される力を検知可能にし
てもよい。しかし、この載置によって、入出力軸自体に付随する付加的摩擦ノイズを導入
することにもなる。さらに別の実施形態では、センサは、器具の裏板に載置してもよい。
これによって、無菌アダプタの取り付け位置の上にセンサを載置する場合と実質的に等し
くなるが、付加的センサをすべての器具に内蔵する必要が生じることになる。
【００４０】
　Ｚ軸の力と対比すると、ｘおよびｙ軸の力は、体外で容易に感知することができない。
その理由は、遠隔中心において器具に付与される大きな体壁力およびトルクが、比較的小
さなｘ軸およびｙ軸の組織接触力を覆うからである。したがって、ｘ軸およびｙ軸の力は
、上述のような器具の手首関節の近位にある器具のシャフトの遠位端等、体壁の力または
トルクを実質的に受けない位置で感知することが好ましい。上述の開示において内視鏡手
術器具のシャフトの管状遠位端に統合される力／トルクセンサが記載される。一実施形態
では、４個のグループの部材がシャフトの周りで９０度の間隔を置かれ、その４個の２つ
のグループがシャフトに沿って距離ｌの間隔を置かれるように、センサは、シャフト周辺
に位置する各４個の２組のひずみゲージから構成される。一側面では、器具先端部または
ジョーの上の側荷重（例えば、Ｆｙ）を決定することが望ましい。本開示は、側荷重によ
る各センサのグループにおける曲げモーメントを計算し、その後２つの値を差し引くこと
によって、手首配向と独立な側荷重の測定値、およびその結果として有効レバーアーム長
が算出されることができることを説明する。器具の手首軸の駆動によってシャフトの遠位
端に付加され、手首旋回軸における摩擦によってシャフトに伝達されるモーメントによっ
て、側荷重を意図された測定が干渉される懸念がある。しかし、測定されたひずみを調整
する演算を介して、そのようなモーメントによる項を保持することによって側荷重力が算
出される場合に、そのようなモーメントによる項が消失することが理解できるであろう。
【００４１】
　次に、図７および以下の式を参照すると、８個のひずみゲージによって感知されるひず
みの適切な数式の組み合わせによって、望ましくない軸方向の手首ケーブル力および手首
駆動トルクを除去する一方、所望の側荷重力を保持することが可能となる。図７は、手首
機構によって付加される荷重およびモーメントを受けるシャフトの独立体の図である。先
端部荷重、ケーブル荷重、手首の運動および加速度の組み合わせによって、力およびモー
メントの種々の組み合わせが外部手首自体の独立体に作用し得るが、Ｙ－Ｚ面およびシャ
フトの基準枠から見たシャフトの端部に加えられる力およびモーメントは、Ｆｙ（側荷重
）、Ｆｚ（軸荷重）、およびＭｘ（手首旋回軸摩擦モーメント荷重）に常に帰着する。
【００４２】
　したがって、以下のように、これらの３つの荷重によってこの面における４個のゲージ
上のひずみε５、ε６、ε７、およびε８を表わすことができ、そして、所望の側力Ｆｙ

のための表現式を得ることができる。
【００４３】
　引張ひずみ＞０
　圧縮ひずみ＜０
　ε７＝－Ｆｚ／ＥＡ＋Ｍｘｒ／ＥＩ＋ＦｙＬｒ／ＥＩ
　ε５＝－Ｆｚ／ＥＡ－Ｍｘｒ／ＥＩ－ＦｙＬｒ／ＥＩ
　ε８＝－Ｆｚ／ＥＡ＋Ｍｘｒ／ＥＩ＋Ｆｙ（１＋Ｌ）ｒ／ＥＩ
　ε６＝－Ｆｚ／ＥＡ－Ｍｘｒ／ＥＩ－Ｆｙ（１＋Ｌ）ｒ／ＥＩ
　［（ε８－ε６）－（ε７－ε５）］＝－Ｆｚ／ＥＡ［（１－ｌ）－（ｌ－１）］
　　　　　　　　　＋Ｍｘｒ／ＥＩ［（１－（－ｌ））－（ｌ－（－１））］
　　　　　　　　　＋Ｆｙｒ／ＥＩ｛［（ｌ＋Ｌ）－（－（ｌ＋Ｌ））］－［Ｌ－（－Ｌ
）］｝
　　　　　　　　　　　　　　　　＝２ｌＦｙｒ／ＥＩ
　したがって、
【００４４】
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【数５】

　ＭｘおよびＦｚは生じない。
【００４５】
　以上のように、両方の組のゲージ上で等しく感知されるモーメント荷重Ｍｘによるひず
みは、加えられる側力Ｆｙによるモーメント荷重を残したまま消滅する。また、両方の組
のゲージ上で等しく感知される軸力Ｆｚによるひずみ成分も消滅する。したがって、手首
駆動トルクが、手首関節の摩擦によってひずみセンサを担持するシャフトに伝えられるた
め、２組のセンサからの信号が差し引かれると相殺されたモーメント荷重をもたらし、所
望のような側荷重のみによる相対的にノイズを含まない信号を残したままとなる。上述の
開示は、同様に、ｘおよびｙと交差するｘ－ｚ面におけるε１－４にも適用される。
【００４６】
　実質的に側荷重のみによるノイズを含まない信号を算出することによって、手首摩擦モ
ーメントを排除するように上述でなされたように、手首関節の外部（遠位）にセンサを載
置する必要性を有利に排除する。したがって、本発明は、屈曲手首関節を通ってひずみゲ
ージに付随するワイヤまたは光ファイバを配線する必要性を回避する。さらに、ヨー軸お
よびグリップ軸は、上述されたように分離せずに、同一の旋回軸上で達成されてもよい。
【００４７】
　上述のすべての方法および装置において、較正処理を用いることが有利であり、本処理
では、力とトルクの組み合わせが連続して、同時に、あるいは組み合わされて器具の先端
に加えられながら、Ｆｘ、Ｆｙ、Ｆｚ、Ｔｘ、およびＴｙを得るためにゲージ出力を結合
するための理論式に適用される補正係数およびオフセットが決定される。本較正は、補正
係数およびオフセットを直接計算するか、もしくは、較正備品中または器具そのものの中
に埋め込まれたニューラルネットワーク等の学習システムによって行われてもよい。任意
の較正方法において、器具が使用されている間に、個々の器具を使用する手術システムが
正確にその補正係数およびオフセットを同定し、適用することができるように、較正デー
タは、器具に埋め込まれた集積回路にプログラムされてもよい。
【００４８】
　器具のシャフトに埋め込まれた光ファイバは、好ましくは、ファイバの物理的完全性を
維持しながら、器具の筐体／台車に対するシャフトの回転を妨害する態様で、器具の近位
端近傍のシャフトから抜け出る。次に、図８および図９Ａ～９Ｃを参照すると、本発明の
実施形態によるファブリ・ペローまたはＦＢＧ感知素子は、手首Ｕ字形金具直後の器具の
シャフト遠位先端部近傍のシャフト１１０表面直下の浅い溝部１３０内に埋め込まれ、そ
の後エポキシ樹脂で接着または別の方法で所定の位置に収めてもよい。溝部１３０は、運
動入力部および手首ケーブルアクチュエータ機構（「筐体」）１５０を含む器具の近位端
へ戻るように導いてもよい。溝部１３０は、初めの引き抜き成形の際にシャフト内に形成
されてもよいし、製造後に機械加工されてもよい。近位機構または筐体近傍の位置におい
て、ファイバを溝部から緩やかな角度で配線し、ひずみ緩和体１４０から光ファイバを機
構筐体１５０の上部カバー上のひずみが緩和された固定位置１４２へ担持する柔軟な保護
シース１４１へ縛着してもよい。柔軟なシース１４１、ひずみ緩和体１４０、および固定
位置１４２は、十分な長さおよび柔軟性を有し、図９Ａ～９Ｃに示すように、正／負４分
の３回転ロール軸の可動域の器具のシャフト１１０の回転に伴う、安全な反復屈曲および
ねじれを可能にすべきである。
【００４９】
　別の実施形態では、器具のシャフトが樹脂およびファイバ（例えば、ファイバガラスま
たはカーボンファイバ）から作製される場合、光ファイバは、樹脂の適用の前に、器具の
シャフトのファイバ毋材内に、所望の角度（９０または１２０度）および半径（表面近傍
）位置で直線状の軸方向強化ファイバを編み込むかまたは埋め込まれてもよい。
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【００５０】
　有利なことには、本発明は、ひずみ測定値を組み合わせ、手首のピッチおよびヨーの軸
の内部センサを位置付けることによって、手首アクチュエータケーブル張力（Ｆｚ）およ
び手首駆動モーメント（Ｍｘ）による先端部側荷重（Ｆｙ）の所望の感知の望ましくない
干渉を排除する。したがって、ワイヤまたは光ファイバは、手首関節に通す必要はなく、
それによって可能性のある信号損失、ワイヤまたはファイバの破損、ノイズの干渉、およ
び／または漏電電流（ファイバ光学素子は、電流を必要としないため、漏れ経路を提供し
ない）を回避する一方で、優れた信頼性および単純かつ安価な構成を確実にする。ファイ
バひずみゲージの使用は、有利なことには、膨大な電流および電圧を生成する焼灼道具に
関して問題となる電磁場耐性を提供する一方で、生体適合性、高圧蒸気殺菌法に付随する
温度および圧力に耐える耐久性、サイズの利点を提供する。さらに、手首のヨー軸および
グリップ軸は、ヨーに対しては異なって、グリップに対しては同様に作動される同一の旋
回軸シャフトおよびアクチュエータケーブルを共有してもよく、したがって、アセンブリ
を単純化し、コストを削減する一方で、信頼性を増す。また、手首および先端部の組み合
わせた全体の長さは、手首を曲げた場合に、側方へのオフセット距離を低減する最小限に
維持されてもよい。
【００５１】
　上述の実施形態は、本発明を例示するものであって制限するものではない。本発明の原
理に従い、種々の修正や変型が可能であることも理解されたい。例えば、ひずみゲージの
数やその構成は異なってもよいが、適用される力およびトルクの決定を可能にするもので
なければならない。さらに別の実施例では、ひずみゲージは、例えば、６０度および１２
０度を置くように環において統一的でなくずれることもある。したがって、本発明の範囲
は、以下の請求項によってのみ定義される。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１Ａ】図１Ａは、本発明の実施形態によるロボット手術システムおよび方法の斜視図
である。
【図１Ｂ】図１Ｂは、本発明の実施形態による、図１Ａのロボット手術システムのロボッ
ト手術アームカートシステムの斜視図である。
【図１Ｃ】図１Ｃは、本発明の実施形態による、図１Ａのロボット手術システムのマスタ
コンソールの正面斜視図である。
【図２】図２は、本発明の実施形態による、遠隔ロボット手術システムと使用するための
手首、グリップジョー、および力センサを示す手術器具の遠位端の斜視図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態による、加わる力を示す図２の手術器具の第１の上面
図である。
【図４】図４は、本発明の実施形態による、加わる力を示す図２の手術器具の第１の側面
図である。
【図５】図５は、本発明の実施形態による、加わるトルクを示す図２の手術器具の第２の
上面図である。
【図６】図６は、本発明の実施形態による、加わるトルクを示す図２の手術器具の第２の
側面図である。
【図７】図７は、本発明の実施形態による、器具のシャフトと、手首機構によって加えら
れる荷重およびモーメントを受ける近位手首のＵ字形金具の遊離体の図を示す。
【図８】図８は、本発明の実施形態による、埋め込み式ひずみゲージのための溝付き器具
のシャフトを示す。
【図９Ａ】図９Ａ～９Ｃは、本発明の実施形態による、ひずみゲージワイヤまたは光ファ
イバのためのひずみ緩和体および配電ループの異なる構成を示す。
【図９Ｂ】図９Ａ～９Ｃは、本発明の実施形態による、ひずみゲージワイヤまたは光ファ
イバのためのひずみ緩和体および配電ループの異なる構成を示す。
【図９Ｃ】図９Ａ～９Ｃは、本発明の実施形態による、ひずみゲージワイヤまたは光ファ
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